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３－１ 水資源の保護活用（森林環境総務課） 

本県の貴重な資源である水を将来にわたって創り、守り、活かしていくとともに、豊かな水資源を活かし

た地域振興を図っていくための総合的な指針として、平成17年3月に策定した「山梨県水政策基本方針」
に基づき、様々な分野における水政策を進めています。平成24年度に実施した主な事業は、次のとおりで
す（なお、従来の「山梨県水政策基本方針」を引き継ぐ形で、平成25年6月に、「持続可能な水循環社会を
目指して」を政策目標に、健全な水循環系の構築と水を活かした地域振興を図るための指針「やまなし水

政策ビジョン」を策定しています）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 森林の整備（森林整備課、県有林課） 

水源涵養機能をはじめとする森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、間伐等の森林整備

を実施しています。なお、平成24年度から、いわゆる森林環境税を活用して荒廃した民有林の整備を進め
ています。 

２ 水源地域緊急整備（治山林道課） 

近年、洪水・渇水被害や集中豪雨による山地災害などが頻発していることから、良質な水の安定的な供

給や土砂流出の抑制に対する県民の要請が高まっており、水源地域の森林においては水源かん養機能

の低下した荒廃森林の整備が緊急の課題となっています。このため、ダム上流域等の水資源の確保上重

要な水源域において、荒廃地、荒廃移行地等の復旧整備及び荒廃森林等の整備を面的、総合的に実施

し、水資源の確保と県土の保全を図っています。 

箇所数 事業費（千円） 備　　　　　　　考

44 2,086,344 治山ダム、山腹工、森林整備等

平成24年度水源地域緊急整備事業実績
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山 梨県 水政 策基本 方針 の 施 策 体系

政策目標 「森の国・水の国やまなし」の確立 

【水を創る】 
 

豊かな水の創造と 
健全な水循環の確保 

【水を活かす】 
 

水を活かした産業の 
新たな展開 

【水を担う】 
 

流域の視点による 
地域間交流・協働の促進 

【水を守る】 
 

清らかで安全な水の確保と 
親しめる水辺の創造 

【水を治める】 
 

自然と調和した 
治水利水の推進 

 

《施策の展開方向》 
 

1 森林の水源かん養機能の維
持向上 

 
2 農地の水源かん養機能の維
持向上 

 
3 河川流量の確保 
 
4 地下水の保全と適正利用 

《施策の展開方向》 
 

1 山梨の水を活かした水関連
製品や地場産品のブランド
化と販路の拡大 

 
2 水や森林の癒し機能を活か
した新たな地域産業の創出 

 
3 地域の水環境の観光資源へ
の活用 

《施策の展開方向》 
 

1 水を巡る連携と相互理解 
 
2 上流域、下流域それぞれの役
割分担費用負担の仕組みづ
くりの検討 

 
3 流域内の地産地消による経
済交流 

《施策の展開方向》 
 

1 水道水等の水質保全等 
 
2 水質保全活動 
 
3 汚濁源対策 
 
4 自然環境に配慮した水辺の
親水化や水を活かした環境
教育 

《施策の展開方向》 
 

1 水害に強い地域づくり 
 
2 生態系に配慮した水辺づく
り 

 
3 水を活かした街づくり 
 
4 地域における小規模な利水
の推進 

５つの基本方針 
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３ 水需給の動態調査（企画課） 

（１）調査目的 
国は平成11年6月に策定した「新しい全国総合水資源計画」（ウォータープラン21）のフォローアップ及
び新たな長期計画の策定等に資するための基礎資料集積を目的として、毎年、全国水需給動態調査を実

施しており、県は国からの委託を受け、地域の水需給の現状と動向を調査しています。 

（２）調査内容 
本調査は、毎年同様の項目を継続的に調査してその推移を把握する「①水需給動向調査」と、年度ごと

に設定した特定の項目について把握する「②課題調査」から構成されています。水需給動向調査は、都道

府県のブロック別水道用水需要量、工業用水道需要量、その他用水需要量などの調査を毎年継続的に

行っています。平成24年度の課題調査については、「地域防災計画書等における雨水・再生水利用に関
する調査」を行いました。 
 

 

３－２ 水辺環境の整備 

 

１ 内水面利用啓発事業（花き農水産課） 

釣り人などの河川湖沼の利用者に対して、漁場の保全や水産資源の保護等に関するマナーやルールの

普及啓発活動を行うことにより、良好な水辺環境の維持と内水面漁業の健全な発展を図っています。 

 

 

２ 水辺環境の整備 

（１）河川（治水課） 

河川は、単に治水・利水の機能を持つ施設としてだけではなく、豊かな自然環境を残し、うるおいのある生

活環境の舞台としての役割が、期待されるようになってきています。 
このため、水と親しみ、憩いの場となる空間整備や、植生や自然石を用いた護岸づくり、魚がのぼりやす

い魚道、散策路の設置など、水とふれあい周辺の環境や生態系に配慮した「多自然川づくり」に取り組んで

います。 
 
（２）砂防（砂防課） 

土砂災害対策として砂防事業を推進しているところですが、自然豊かな渓流において工事を行うため、自

然環境の改変につながらないよう留意しなければなりません。 

本県は景観に優れ、貴重な動植物が存在するなど自然環境にも恵まれている地域が多いため、良好な自

然を後世に残すことが求められています。同時に、快適な水辺環境作りとして、景観や親水性の向上、周辺

環境（動物、魚類、植生、人、生活）に配慮した渓流空間の整備が望まれています。 

そこで、「山梨県渓流環境整備計画書」に基づき、魚がのぼりやすい魚道の整備、堆砂敷の渓畔林の活

用、人々が集える砂防施設の創造、歴史に残る砂防施設の保存と活用、周辺環境と調和した砂防学習施設

の整備など、“自然と共生できる砂防”をテーマに事業を推進していきます。 


